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株式会社バルカー定款  

 

第１章  総   則  

 

（ 商   号 ）  

第 １ 条  当 会 社 は  株 式 会 社 バ ル カ ー  と 称 し 、 英 文 で は  Ｖ Ａ Ｌ

Ｑ Ｕ Ａ ,Ｌ Ｔ Ｄ .  と す る 。  

（ 目   的 ）  

第 ２ 条  当 会 社 は 下 記 の 業 務 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。  

１ （ イ ）  シ ー ル 関 連 品 、 配 管 関 連 品 、 電 気 ・ 電 子 材 料 、 摩 擦 材

料 、 真 空 容 器 お よ び 真 空 用 駆 動 機 械 装 置 の 設 計 、 製 造 、

加 工 お よ び 販 売  

（ ロ ）  ゴ ム 、 合 成 樹 脂 、 金 属 そ の 他 の 素 材 を 主 要 材 料 ま た は

補 助 材 料 と す る 物 品 の 製 造 、 加 工 お よ び 販 売  

（ ハ ）  公 害 防 止 用 機 器 お よ び 装 置 の 製 造 お よ び 販 売 な ら び に

こ れ に 関 連 す る 工 業 用 化 学 薬 品 の 製 造 お よ び 販 売  

（ ニ ）  工 業 用 機 械 器 具 、 パ ッ キ ン お よ び ガ ス ケ ッ ト の 製 造 設

備 な ら び に そ の 部 品 の 販 売  

（ ホ ）  介 護 用 品 、 介 護 機 器 の 製 造 お よ び 販 売  

（ へ ）  動 産 、 不 動 産 の 売 買 、 賃 貸 借 お よ び 管 理  

（ ト ）  発 電 事 業 お よ び 電 気 の 供 給  

（ チ ）  建 設 工 事 の 請 負 な ら び に 建 設 工 事 に 関 す る 企 画 、設 計 、

監 理 お よ び マ ネ ジ メ ン ト  
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（ リ ）  ソ フ ト ウ エ ア お よ び 情 報 機 器 の 開 発 お よ び 販 売  

（ ヌ ）  前 各 号 に 関 連 す る 電 子 商 取 引 な ど イ ン タ ー ネ ッ ト を 利

用 し た 各 種 サ ー ビ ス の 提 供  

（ ル ）  前 各 号 に 関 連 す る コ ン サ ル テ ィ ン グ 、 エ ン ジ ニ ア リ ン

グ 、 そ の 他 技 術 ・ ノ ウ ハ ウ に 関 す る 事 業  

２  上 記 に 附 帯 す る 業 務  

３  経 営 上 必 要 と 認 め る 事 業 へ の 投 資  

（ 本 店 の 所 在 地 ）  

第 ３ 条  当 会 社 は 本 店 を 東 京 都 品 川 区 に 置 く 。  

（ 機 関 の 設 置 ）  

第 ４ 条  当 会 社 は 、 取 締 役 会 、 監 査 役 、 監 査 役 会 お よ び 会 計 監 査 人

を 置 く 。  

（ 公 告 方 法 ）  

第 ５ 条  当 会 社 の 公 告 方 法 は 、 電 子 公 告 と す る 。 た だ し 、 電 子 公 告

を 行 う こ と が で き な い 事 故 そ の 他 の や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た

と き は 、 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 し て 公 告 す る 。  

 

第２章  株   式  

 

（ 発 行 可 能 株 式 総 数 ）  

第 ６ 条  当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 6 8 , 0 0 0 , 0 0 0株 と す る 。  

（ 単 元 株 式 数 ）  

第 ７ 条  当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 1 0 0株 と す る 。  
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（ 単 元 未 満 株 式 の 権 利 ）  

第 ８ 条  当 会 社 の 単 元 株 式 数 に 満 た な い 株 式（ 以 下「 単 元 未 満 株 式 」

と い う 。） を 有 す る 株 主 （ 以 下 「 単 元 未 満 株 主 」 と い う 。） は 、 そ

の 有 す る 単 元 未 満 株 式 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 権 利 以 外 の 権 利 を 行

使 す る こ と が で き な い 。  

①  法 令 に よ り 定 款 を も っ て し て も 制 限 す る こ と が で き な い 権 利  

②  株 主 割 当 に よ る 募 集 株 式 お よ び 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 を 受 け

る 権 利  

③  単 元 未 満 株 式 の 買 増 請 求 を す る 権 利  

（ 単 元 未 満 株 式 の 買 増 請 求 ）  

第 ９ 条  当 会 社 の 単 元 未 満 株 主 は 、 株 式 取 扱 規 程 に 定 め る と こ ろ に

よ り 、 そ の 単 元 未 満 株 式 と 併 せ て 単 元 株 式 数 と な る 数 の 株 式 を 自

己 に 売 り 渡 す べ き 旨 を 当 会 社 に 請 求 す る こ と が で き る 。  

（ 株 式 取 扱 規 程 ）  

第 1 0条  当 会 社 の 株 式 に 関 す る 取 扱 い は 、 取 締 役 会 で 定 め る 株 式 取

扱 規 程 に よ る 。  

（ 株 主 名 簿 管 理 人 ）  

第 1 1条  当 会 社 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く 。  

 

第３章  株主総会  

 

（ 基  準  日 ）  

第 1 2条  当 会 社 は 、 毎 年 ３ 月 3 1日 を 基 準 日 と し 、 そ の 基 準 日 株 主 を
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も っ て 、 定 時 株 主 総 会 に お い て 権 利 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主

と す る 。  

（ 招   集 ）  

第 1 3条  当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 毎 年 ６ 月 に 招 集 し 、 臨 時 株 主 総 会

は 必 要 が あ る 場 合 に 随 時 こ れ を 招 集 す る 。  

２  株 主 総 会 は 東 京 都 内 に お い て こ れ を 招 集 す る 。  

（ 招 集 権 者 お よ び 議 長 ）  

第 1 4条  株 主 総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 の ほ か 、 取 締 役

会 の 決 議 に も と づ き 取 締 役 社 長 が 招 集 す る 。 取 締 役 社 長 に 差 支 え

あ る と き は あ ら か じ め 取 締 役 会 の 定 め た 順 序 に よ り 他 の 代 表 取

締 役 が こ れ に 代 わ る 。  

２  株 主 総 会 の 議 長 は 、 取 締 役 社 長 が こ れ に 当 た る 。 取 締 役 社 長

に 差 支 え あ る と き は 、 あ ら か じ め 取 締 役 会 の 定 め た 順 序 に よ り 他

の 取 締 役 が こ れ に 代 わ る 。  

（ 決 議 方 法 ）  

第 1 5条  株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は 定 款 に 別 段 の 定 め あ る 場 合

の ほ か 、 出 席 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  会 社 法 第 3 0 9条 第 ２ 項 に 定 め る 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ と

が で き る 株 主 の 議 決 権 の ３ 分 の １ 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ

の 議 決 権 の ３ 分 の ２ 以 上 で 行 う 。  

（ 電 子 提 供 措 置 等 ）  

第 1 6条  当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の

内 容 で あ る 情 報 に つ い て 電 子 提 供 措 置 を と る 。  
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２  当 会 社 は 、 電 子 提 供 措 置 を と る 事 項 の う ち 法 務 省 令 で 定 め る

も の の 全 部 ま た は 一 部 に つ い て 、 議 決 権 の 基 準 日 ま で に 書 面 交 付

請 求 を し た 株 主 に 対 し て 交 付 す る 書 面 に 記 載 す る こ と を 要 し な い

も の と す る 。  

（ 議 決 権 の 代 理 行 使 ）  

第 1 7条  株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 １ 名 を 代 理 人 と

し て 、 そ の 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 株 主 ま た

は 代 理 人 は 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 当 会 社 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

 

第４章  取締役および取締役会  

 

（ 員   数 ）  

第 1 8条  当 会 社 の 取 締 役 は 、 ７ 名 以 内 と す る 。  

２  取 締 役 補 欠 者 の 選 任 決 議 は 、 当 該 決 議 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る

事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 開 始 の と き ま

で と す る 。  

（ 選 任 方 法 ）  

第 1 9条  取 締 役 の 選 任 は 、 株 主 総 会 に お い て 、 議 決 権 を 行 使 す る こ

と が で き る 株 主 の 議 決 権 の ３ 分 の １ 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、

そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 累 積 投 票 に よ ら な い も の と す る 。  

（ 任   期 ）  
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第 2 0条  取 締 役 の 任 期 は 、 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う

ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 終 結 の と き ま で と す る 。  

２  増 員 ま た は 任 期 満 了 前 に 退 任 し た 取 締 役 の 補 欠 と し て 選 任 さ

れ た 取 締 役 の 任 期 は 、 他 の 在 任 取 締 役 の 残 任 期 間 と す る 。  

（ 代 表 取 締 役 ）  

第 2 1条  取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に も と づ き 代 表 取 締 役 社 長 １ 名 を 定

め る 。 ほ か に 取 締 役 会 長 １ 名 を 定 め る こ と が で き る 。  

２  代 表 取 締 役 社 長 の ほ か に 、 取 締 役 会 の 決 議 に も と づ き 代 表 取

締 役 若 干 名 を 定 め る こ と が で き る 。  

（ 取 締 役 会 ）  

第 2 2条  取 締 役 会 は 、 取 締 役 会 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。 取 締

役 会 長 が 在 任 し な い と き 、 ま た は 差 支 え あ る と き は 、 取 締 役 社 長

が こ れ に 代 わ り 、 取 締 役 社 長 に 差 支 え あ る と き は 、 あ ら か じ め 取

締 役 会 の 定 め た 順 序 に よ り 、 他 の 取 締 役 が こ れ に 代 わ る 。  

２  取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 会 日 の ３ 日 前 ま で に 各 取 締 役 お よ び 各

監 査 役 に 対 し 、 発 す る も の と す る 。 た だ し 緊 急 に 招 集 す る 必 要 が

あ る 場 合 は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。  

３  取 締 役 お よ び 監 査 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続

き を 経 な い で 取 締 役 会 を 開 く こ と が で き る 。  

４  取 締 役 が 取 締 役 会 の 決 議 の 目 的 事 項 に つ い て 提 案 し た 場 合 、

当 該 事 項 の 議 決 に 加 わ る こ と の で き る 取 締 役 全 員 が 書 面 ま た は 電

磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思 表 示 を し 、 監 査 役 が 異 議 を 述 べ な い と

き は 、 取 締 役 会 の 承 認 決 議 が あ っ た も の と み な す 。  
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５  取 締 役 会 の 運 営 そ の 他 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 取 締 役 会 に

お い て 定 め る 取 締 役 会 規 則 に よ る 。  

（ 決 議 方 法 ）  

第 2 3条  取 締 役 会 の 決 議 は 取 締 役 の 過 半 数 が 出 席 し 、 出 席 取 締 役 の

過 半 数 を も っ て 行 う 。  

（ 執 行 役 員 ）  

第 2 4条  当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に も と づ き 、 執 行 役 員 を 置 く こ

と が で き る 。  

 

第５章  監査役および監査役会  

 

（ 員   数 ）  

第 2 5条  当 会 社 の 監 査 役 は ４ 名 以 内 と す る 。  

２  監 査 役 補 欠 者 の 選 任 決 議 の 有 効 期 間 は 、 当 該 決 議 後 ４ 年 以 内

に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 開

始 の と き ま で と す る 。  

（ 選 任 方 法 ）  

第 2 6条  監 査 役 の 選 任 は 、 株 主 総 会 に お い て 、 議 決 権 を 行 使 す る こ

と が で き る 株 主 の 議 決 権 の ３ 分 の １ 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、

そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

（ 任   期 ）  

第 2 7条  監 査 役 の 任 期 は 、 選 任 後 ４ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う

ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の と き ま で と す る 。  
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２  任 期 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 役 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 役

の 任 期 は 、 退 任 し た 監 査 役 の 任 期 の 満 了 す べ き 時 ま で と す る 。  

（ 常 勤 お よ び 常 任 監 査 役 ）  

第 2 8条  監 査 役 会 は 、 監 査 役 の 中 か ら 、 常 勤 の 監 査 役 を 定 め る 。 監

査 役 の 協 議 に よ り 、 常 勤 の 監 査 役 の う ち か ら 、 常 任 監 査 役 を 定 め

る こ と が で き る 。  

（ 監 査 役 会 ）  

第 2 9条  監 査 役 会 の 招 集 通 知 は 会 日 の ３ 日 前 ま で に 各 監 査 役 に 対

し 発 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 に 招 集 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、

こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。  

２  監 査 役 全 員 の 同 意 が あ る と き に は 、 招 集 の 手 続 き を 経 な い で

監 査 役 会 を 開 く こ と が で き る 。  

３  監 査 役 会 の 運 営 そ の 他 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 監 査 役 会 に

お い て 定 め る 監 査 役 会 規 則 に よ る 。  

（ 決 議 方 法 ）  

第 3 0条  監 査 役 会 の 決 議 は 法 令 に 別 段 の 定 め あ る 場 合 を 除 き 、 監 査

役 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

 

第６章  取締役および監査役の責任免除  

 

（ 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 除 ）  

第 3 1条  当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 、 取 締 役 （ 取 締 役 で  

あ っ た 者 を 含 む 。） お よ び 監 査 役 （ 監 査 役 で あ っ た 者 を 含 む 。）  
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の 当 会 社 に 対 す る 損 害 賠 償 責 任 を 、 法 令 が 定 め る 範 囲 で 免 除 す る

こ と が で き る 。  

２  当 会 社 は 、 社 外 取 締 役 お よ び 社 外 監 査 役 と の 間 に 、 当 会 社 に

対 す る 損 害 賠 償 責 任 に 関 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 そ の 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 、 あ ら か じ め 定 め ら れ た 金 額 ま た は

法 令 が 定 め る 金 額 の い ず れ か 高 い 額 と す る 。  

 

第７章  計  算  

 

（ 事 業 年 度 ）  

第 3 2条  当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 3 1日 ま で

と す る 。  

（ 剰 余 金 の 配 当 ）  

第 3 3条  株 主 総 会 の 決 議 に よ り 、 毎 年 ３ 月 3 1日 の 株 主 名 簿 に 記 録 さ

れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 、 期 末 配 当 を 行 う こ と が で

き る 。  

２  前 項 の ほ か 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 、 毎 年 ９ 月 3 0日 の 株 主 名

簿 に 記 録 さ れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 、 中 間 配 当 を 行

う こ と が で き る 。  

（ 自 己 株 式 の 取 得 ）  

第 3 4条  当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 、 市 場 取 引 等 に よ る 自 己

株 式 の 取 得 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 配 当 金 の 除 斥 期 間 ）  
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第 3 5条  期 末 配 当 金 お よ び 中 間 配 当 金 が 支 払 い 開 始 の 日 か ら 満 ３

年 を 経 過 し て も 受 領 さ れ な い と き は 、 当 会 社 は そ の 支 払 の 義 務 を

免 れ る 。  

 

以  上  

 

 

 


